
ね ん き ん 通信

将来の年金は、保険料を納めることから始まります。

お問い合わせ先：稚内年金事務所　電話：0162-32-1941
　　　　　　　　役場保健福祉課 戸籍福祉グループ　電話：5-1115（内線166）、告知端末機：5-8813

　年金を受けるためには、 保険料を納めた期間・免除期間などの受給資格期間が一定期間以上必要で
す。老齢基礎年金は、 保険料の納付実績に応じた金額となります。
　例1：40年間（480月）定額納付の場合、 年金額は779,3００円（※平成30年度）
　例２：25年間（300月）定額納付の場合、 年金額は４８7,1００円（※平成30年度）
　例３： 学生納付特例を２年間受け、 追納しないで、 保険料を34年間定額納付、 ４年間は半額免除

で納付した場合の年金額は・・・
満額
７７9,3００円

（※平成30年度）
×

学生納付特例期間
24月（2年）×0 ＋ 保険料納付期間

408月（34年） ＋ 半額免除納付期間
48月（4年）×6/8 =

65歳からの
老齢基礎年金額
７２０,9００円480月（40年）

『納付』と『免除』等と『未納』は下表のように違います！

納　付 １/４免除
（3/4納付）

半額免除
（半額納付）

３/４免除
（1/4納付） 全額免除 保険料納付猶予・

学生納付特例 未　納

平成30年度納付額
（月額） 16,340円 12,260円 8,170円 4,090円 ── ── ──

平成30年度免除
（猶予）額（月額） ── 4,080円 8,170円 12,250円 16,340円 16,340円 ──

受給資格期間に
算入 ○

されます
△

指定された金額を納付していれば　されます
○

されます
○

されます
×

されません
老齢基礎年金額に
反映される割合

（平成21年４月以降）

８──８
７──８

６──８
５──８

4──８
反映され
ません

反映され
ません

～稚内年金事務所からのお知らせ～
☆年金相談窓口は原則予約制です☆

　稚内年金事務所の年金相談窓口は、原則予約が必要となります。
　待ち時間が長くなったり、相談を受けられないといったトラブルを避けるためにも、稚内年金事務所にご連絡の際
には、事前予約をお願いします。予約は当日でも受け付けしていますので、よろしくお願いします。
　稚内年金事務所の年金相談窓口のご予約は、電話：0162-74-1000 で受け付けしています。

自動音声で案内しますので「1」→「２」の順で選択してください。

　平成 27 年 10 月1日から、過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる後納制度が施
行されていましたが、平成 30 年９月 30 日で終了することから、より多くの方に当該制度を周知し、利用を促
進するため、日本年金機構から後納可能な未納期間を有する全ての対象者にお知らせが送付されています。
　『無年金』や『低年金』を防止することを目的として実施している制度ですので、お手元にお知らせが届い
た方につきましては、必ずご確認ください。
　【お問い合わせ先】ねんきん加入者ダイヤル　0570-003-004（ナビダイヤル）

（050 から始まる電話からは　03-6630-2525）
　【受付時間】平日8：30～19：00、第２土曜日9：00～17：00 ※土日祝日および年末年始はご利用いただけません。
　　または、役場保健福祉課 戸籍福祉グループ（電話：５-1115）までお問い合わせください。

送付対象者 送付時期
平成 25 年8月から平成 28 年４月に

国民年金保険料の未納期間を有する方
平成 30 年７月 20 日～8月 10 日

（6回に分けて発送）

５年後納制度の終了に伴い、対象の方にお知らせが送付されています。
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